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さまざまな「年収の壁」に関して議論されていますが、とくに重要なのが、ひとり親世帯への児

童扶養手当「所得制限の壁」の見直しです。現在は、年収３８５万円を超すと児童扶養手当が受け

られないだけではなく、自治体実施の「ひとり親世帯医療費助成」など、数多くのひとり親世帯へ

の支援が受けられなくなります。さらに、年収１９０万円以上で給付額が減ります（世帯人数２人

の場合）。このため、ひとり親の働き控えや経済的自立を阻害している状況があります。 

また、児童扶養手当の額は、子ども３人目以降の加算額が増えましたが、大部分の受給世帯であ

る子ども２人以下の世帯の手当額は増えていません。 

さらに、困窮ふたり親世帯の子どもに対する給付制度はありません。 

そこで、子どもの貧困対策に取り組む団体で、低所得子育て世帯への経済支援に関して、来年度

予算編成において、以下の項目の実現を強く要望いたします。経済的困窮世帯の子どもが自分らし

く育ち、保護者が安心して子育てするために、制度の拡充・改善を求めます。 

 

１． 児童扶養手当「所得制限の壁」大幅な引き上げ 

 ひとり親世帯への児童扶養手当の所得制限（一部支給・世帯人数２人）を、年収５９０万円（私

立高校無償化ライン）まで引き上げてください。１９８５年から１９９８年までの所得制限は、年

収４０７．８万円であり、２６年前より所得制限が厳しい現状を放置してはなりません。また、全

部支給の所得制限（世帯人数２人）を年収３８５万円まで引き上げてください。１９９８年までの

所得制限は、年収２０４．８万円であり、大幅な引き上げが必要です。 

２． 児童扶養手当の増額 

児童扶養手当の全部支給の月額を、少なくとも１万円増額し、４万５５００円から５万５５００

円にしてください。２００４年の月額は４万１８８０円で、この２０年で３６２０円しか増えてい

ません。また、子ども２人目以降の加算額も１万円増額し、１万７５０円から２万７５０円として

ください。 

３． 困窮ふたり親世帯に児童手当の上乗せ支給 

困窮するふたり親世帯等への新たな給付金制度として、年収５９０万円までの世帯の子どもへの

児童手当を、少なくとも月額１万円上乗せして支給してください。 

以上 




